
利用者登録 

１ 
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」を利用

するためには、利用者情報を登録する必要があり

ます。トップページより新規登録を選んでくださ

い。 

 

２ 
事業者として登録するを選んでください。 

 

３ 
利用規約を確認してください。 

 

４ 
利用規約に同意しますをチェックし、 

利用者の登録を開始するを選んでください。 

 

５ 

 

メールアドレスを入力して、登録するを選んでく

ださい。 

［メールアドレスの登録完了］画面が表示されま

す。また、入力したメールアドレス宛てにメール

アドレス確認メールが送信されます。 
 



 

６ 
入力したメールアドレス宛にメールが届きます

ので、本文に記載の認証コードを確認してくださ

い。 

 

 

７ 

 

メールアドレス確認メールの本文に記載されてい

る認証コードを入力し、認証コードを確認するを選

んでください。 

 



８ 

 

パスワード事業者名、住所、代表者名、担当者

名、電話番号などを入力して、入力内容を確認

するを選んでください。 

 

 

 

 

 

 



 

 

９ 

 

 

入力内容の確認ができたら、登録するを選んでく

ださい。 

登録します。よろしいですか？と表示されますの

で、ＯＫを選んでください。 

利用者情報が登録され、入力したメールアドレス

宛てに本登録完了メールが送信されます。 

  

１０ 
本登録の完了画面に移動します。 

ホームに戻るを選択してください。 

 



１１ 
ホーム画面の申請できる手続き一覧で事業者向

け手続きを選んでください。 

 

12 
キーワード検索でイノベーションと検索してく

ださい。  

 

 

13 
令和4年度 クリエイター活用による中小企業等

のイノベーション創出・販路拡大支援等促進補助

金 交付申請を選んで申請に進んでください。 

 

 

  



 

交付申請 

ご注意 

この手続きは、以下を確認した上で申請してください。 

・申請の前に、経済観光局経済政策課に事業内容の相談をしてください。 

 （電話：078-984-0334 Email:sozosangyo@office.city.kobe.lg.jp） 

・神戸市内に本社又は支店、営業所等を有する中小企業者及び個人事業主で、納期限が到来している神戸市税

（法人税、固定資産税等）の滞納及び未申告がないこと。 

・過去に、神戸市が行った次の事業のいずれかの受講実績があること。 

 １ 商品開発実践プログラム（コラボ LAB） 

２ 中小製造業×クリエイターコラボレーション事業（デザイン・経営一体化推進事業） 

３ 中小製造業人材育成研修（スパルタ塾） 

４ イノベーション創出プログラム（プロジェクト・エングローブ） 

５ 市内中小企業×デザイン支援事業（ミライ経営塾 Wonders） 

６ 「Makuake」活用相談会（個別に実施した相談会も含みます） 

・過去に、本補助金の交付を受けていないこと。 

・神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成 23 年条例第 29 号）第２条第２号に規定する暴力

団員等でないこと。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）に規定する性風俗関連特

殊営業及び当該営業に係る接客業務受託事業を行う者でないこと。 

１ 
手続の内容を確認の上で、次へ進むを選んでくださ

い。 

※ログインが必要です。 

 

 

 

 



２ 

 

申請可能かどうか確認するため質問事項にお答え

ください。 

 

 

 

 

 

 



３ 

 

申請日は入力日が自動で表示されます。（変更可能） 

 

４ 
申請者の情報を入力してください。 

アカウント情報が自動で表示されます。（修正可能） 

 



 

５ 
発注先クリエイター等の情報を入力してください。 

 



 

６ 
事業計画を記載してください。 

着手予定年月日・完了予定年月日は入力日が自動で

表示されるので、カレンダーマークから、正しい日

付を選択してください。 

 



７ 
契約（予定）金額を税抜で記載してください。補助

金額は自動で計算されます。 

収支予算書と見積書・契約書・発注書等の写し（案

でも可）を添付してください。 

 

８ 
その他の添付書類があれば、添付したい数を入力し

て添付してください。３つまで添付できます。 

添付しない場合は０を入力してください。 

 

  



９ 
入力内容を確認して申請するを選択してください。 

 

  



申請内容を変更・中止する場合 

ご注意 

・交付決定通知が届くまでは、マイページより申請の取下げが可能です。 

・交付決定通知が届くまでに、申請内容を変更する場合は、申請を取下げたうえで新たに申請をしてくださ

い。 

１ 
マイページのもっと見るを選択してください。 

 

２ 
申請履歴・委任状の確認欄から申請履歴一覧・検索を

選択してください。 

 

  



３ 
申請履歴一覧から取下げる申請を選択してください。 

 

 

４ 
この申請を取下げるを選択してください。 

 

 


